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第８章 計画の推進体制

○ 本計画の推進にあたっては、県民の理解・協力のもとに行政機関（県・保健所・

市町村）と各保健医療関係機関・団体の一体的な取り組みが必要です。

そのため、県民に本計画を十分に周知するとともに、目標達成に向け推進主体

が相互に連携を図るとともに、その進捗状況について管理、評価及び検討する必

要があります。

１．計画の周知と情報公開

○ 県の広報紙やホームページへの掲載等を通じて、県民に対して本計画を周知し

ていきます。また、本計画に明示されている医療機関の医療情報等について、「わ

かやま医療情報ネット」において情報公開します。

○ なお、計画の推進にあたっては、数値目標を定めるとともに、目標達成に向け

て施策を実施、その点検と評価を毎年行うことにより、計画の実効性を高めます。

２．推進体制

（ ）県、保健所

○ 県全域及び二次保健医療圏域における保健医療体制の現状と課題を把握し、

計画推進のための支援や基盤整備を行います。保健所は地域の市町村、保健医

療関係団体と連携し、地域の保健医療提供体制の整備を図ります。

また、県医療審議会や各分野の協議会及び地域の保健医療関係者の意見を聴

取、相互に連携して計画を推進します。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

和歌山県地域保健医療協議会

各分野の個別専門委員会

検討部会 

 
保 健 所

和歌山県医療審議会

地域ごとの医療連携体制・保健医

療提供体制についての検討会

医療機関、郡市保健医療関係団体、市町村、

医療保険者、学識経験者 等

県

（策定本部会）

現状・課題の把握

支援・基盤整備

意見聴取

連 携

意見聴取

連 携
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（ ）市町村

○ 県民に最も身近な保健医療サービスを提供する行政機関であり、地域住民の

健康の保持及び増進を図ります。また、地域の保健所や保健医療関係団体と協

力し、在宅医療・在宅介護の推進及び適切な保健事業を実施します。

（ ）医療機関

○ 和歌山県地域医療構想の趣旨を踏まえつつ、病院間や診療所との医療機能の

分化、医療連携を進め、医療資源を効率的に活用しながら、地域住民に最適な

保健医療を提供します。また、医療機関の診療内容や医療機能について、地域

住民に積極的に情報提供します。

（ ）保健医療団体

○ 医師会、病院協会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会等の保健医療団体は、

医療従事者の資質の向上に努め、また行政機関と連携し、地域における適切な

保健医療を提供します。

（５）医療保険者

○ 医療保険者は、特定健康診査、特定保健指導の円滑な実施や健診・介護デー

タ等の分析・活用による効率的で効果的な保健医療事業を実施することにより、

県民の健康増進・疾病予防に貢献します。

また、事業所の健康経営《注》を推進し、働く人の健康づくりを支援します。

《注》従業員の健康保持・増進の取組が、将来的に収益性等を高める投資であるとの考え
のもと、健康管理を経営的視点から考え、戦略的に実践すること。

（６）県民

○ 県民が、安心・安全な保健医療サービスを受けるためには、地域の限られた

貴重な保健医療資源の状況を理解するとともに、その資源を適切かつ有効に活

用することが大切です。

このため、県民は、かかりつけ医等を持ち、病気の程度に応じた医療機関を

受診するなど、地域・住民が地域の保健医療を守り育てるという意識の高揚に

努めます。
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３．数値目標一覧

（１）がん

項 目 現 状 目標（ 年度） 設定の考え方

がんによる死亡者の減少
（ 歳未満年齢調整死亡率）

（ 万対：人）
（ 年）

（ 万対：人） 第３次県がん対策
推進計画の目標値

喫煙率
男性 ％
女性 ％
（ 年）

男性 ％
女性 ％

第３次県がん対策
推進計画の目標値

がん検診受診率
（胃がん）

％
（ 年）

％

第３次県がん対策
推進計画の目標値

がん検診受診率
（肺がん）

％
（ 年）

％

がん検診受診率
（大腸がん）

％
（ 年）

％

がん検診受診率
（子宮頸がん）

％
（ 年）

％

がん検診受診率
（乳がん）

％
（ 年）

％

がん検診精密検査受診率
（胃がん）

％
（ 年）

％

第３次県がん対策
推進計画の目標値

がん検診精密検査受診率
（肺がん）

％
（ 年）

％

がん検診精密検査受診率
（大腸がん）

％
（ 年）

％

がん検診精密検査受診率
（子宮頸がん）

％
（ 年）

％

がん検診精密検査受診率
（乳がん）

％
（ 年）

％

チーム医療体制整備病院数
（がん診療連携拠点病院等）

９病院
（ 年度）

病院 第３次県がん対策
推進計画の目標値

がん治療にあたって「セカン
ド・オピニオン」という方法
があることをよく知っている
県民の割合

％
（ 年度）

％ 第３次県がん対策
推進計画の目標値

緩和ケア研修会修了者数
人

（ 年度）
人 第３次県がん対策

推進計画の目標値
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（２）脳卒中

項 目 現 状 目標（ 年度） 設定の考え方

県内の特定健康診査実施率
（ 歳から 歳まで） （ 年度）

％以上

第三期県医療費適
正化計画の目標値

うち市町村国保分
％

（ 年度）
％以上

県内の特定保健指導の実施率
％

（ 年度）
％以上

第三期県医療費適
正化計画の目標値

うち市町村国保分
％

（ 年度）
％以上

県内のメタボリックシンドロー
ム該当者及び予備群の割合

％
（ 年度）

（ 年度 ） 対 年度
％以上減少

第三期県医療費適
正化計画の目標値

県内のメタボリックシンドロー
ム該当者及び予備群の減少率

対 年度
％減少

（ 年度）

脳卒中での遠隔救急支援システ
ムの活用医療圏数

圏
（ 年度）

７圏 全二次医療圏

脳卒中地域連携クリティカルパ
スを実施している医療圏数

圏
（ 年度）

７圏 全二次医療圏

超急性期血栓溶解療法（ｒ ）
を実施する医療圏数

圏
（ 年度）

７圏 全二次医療圏

（ ）心筋梗塞等の心血管疾患

項 目 現 状 目標（ 年度） 設定の考え方

県内の特定健康診査実施率
（ 歳から 歳まで） （ 年度）

％以上

第三期県医療費適
正化計画の目標値

うち市町村国保分
％

（ 年度）
％以上

県内の特定保健指導の実施率
％

（ 年度）
％以上

第三期県医療費適
正化計画の目標値

うち市町村国保分
％

（ 年度）
％以上

県内のメタボリックシンドロー
ム該当者及び予備群の割合

％
（ 年度）

（ 年度 ） 対 年度
％以上減少

第三期県医療費適
正化計画の目標値

県内のメタボリックシンドロー
ム該当者及び予備群の減少率

対 年度
％減少

（ 年度）

急性心筋梗塞による年齢調整死
亡率（人口 万対）

男性
女性
（ 年）

全国平均 全国平均

虚血性心疾患の退院患者平均在
院日数（患者住所地）

日
（ 年）

全国平均 全国平均

虚血性心疾患等心血管疾患での
遠隔救急支援システムの活用医
療圏数

０圏
（ 年度）

７圏 全二次医療圏
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（４）糖尿病

項 目 現 状 目標（ 年度） 設定の考え方

県内のメタボリックシンドロー
ム該当者及び予備群の割合

％
（ 年度）

（ 年度 ） 対 年度
％以上減少

第三期県医療費適
正化計画の目標値

県内のメタボリックシンドロー
ム該当者及び予備群の減少率

対 年度
％減少

（ 年度）

県内の特定健康診査実施率
（ 歳から 歳まで） （ 年度）

％以上

第三期県医療費適
正化計画の目標値

うち市町村国保分
％

（ 年度）
％以上

県内の特定保健指導の実施率
％

（ 年度）
％以上

第三期県医療費適
正化計画の目標値

うち市町村国保分
％

（ 年度）
％以上

地域連携クリティカルパスを実
施している二次医療圏数

１圏
（ 年）

７圏 全二次医療圏

糖尿病性腎症重症化予防に取り
組む市町村数

市町村
（ 年）

市町村 全市町村

（５）精神疾患

項 目 現 状 目 標 設定の考え方

精神保健福祉センターや保健所
による普及啓発を目的とした講
演会等の開催数

年間 回
（ 年度）

年間 回
（ 年度）

各圏域（和歌山市を除
く）＋精神保健福祉セ
ンター

身体科と精神科の連携会議の開
催数

年間 回
（ 年度）

年間 回
（ 年度）

１回以上

精神科医師数
（精神科病院常勤勤務）

人
（ 年）

人

県内の精神科救急及
び身体合併症受入体
制の充実に向け、現
状の常勤医師数を踏
まえ目標を設定

精神保健指定医数
（精神科病院常勤勤務）

人
（ 年）

人
精神科救急入院料等
に係る診療報酬上の
精神保健指定医の配
置要件を踏まえ設定

精神科病院に入院している患者
の平均在院日数

日
（ 年度）

日
（ 年度）

過去 年間の減少率
の平均から推計

精神病床における慢性期（ 年以
上）入院需要（ 歳以上患者数）

人
（ 年度）

人
（ 年度） 国の「推計ワークシー

ト」を用いて算出人
（ 年度）

精神病床における慢性期（ 年以
上）入院需要（ 歳未満患者数）

人
（ 年度）

人
（ 年度） 国の「推計ワークシー

ト」を用いて算出人
（ 年度）
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項 目 現 状 目 標 設定の考え方

精神病床における入院需要
（患者数）

人
（ 年度）

人
（ 年度） 国の「推計ワークシー

ト」を用いて算出人
（ 年度）

精神病床における入院後 か月
時点の退院率 （ 年 月末）

（ 年度）
国の基本設定値（平成

年における上位
％の都道府県が達

成している早期退院
率の水準値）

年度目標値は、第

期障害福祉計画策定時

（ 年度）に検討

精神病床における入院後 か月
時点の退院率 （ 年 月末）

（ 年度）
過去３年の平均値を
設定（参考：国 ％）年度目標値は、第

期障害福祉計画策定時
（ 年度）に検討

精神病床における入院後 年時
点の退院率 （ 年 月末）

（ 年度）
過去３年の平均値を
設定（参考：国 ％）年度目標値は、第

期障害福祉計画策定時
（ 年度）に検討

応急入院指定病院の指定数 か所
（ 年度）

か所
（ 年度）

指定病院のない圏域か
ら、少なくとも か所
を想定

状態に応じ、合併症を受け入れる
ことが出来る医療機関数

か所
（ 年度）

か所
（ 年度）

紀南圏域で１か所

アルコール依存症者に対する適
切な医療を提供することが出来
る専門医療機関の選定

０か所
（ 年度）

１か所
（ 年度）

県内に１か所以上

災害時に地域で精神科医療提供
について中心的な役割を担う災
害拠点精神科病院の選定

０か所
（ 年度）

１か所
（ 年度）

県内に１か所以上

（５－２）精神疾患のうち認知症

項 目 現 状 目標（ 年度） 設定の考え方

かかりつけ医認知症対応力向上
研修の受講者数

人
（ 年度）

人 新オレンジプランの
考え方に基づき設定

認知症サポート医の養成数
人

（ 年度）
人 新オレンジプランの

考え方に基づき設定

歯科医師認知症対応力向上研修
の受講者数

人
（ 年度）

人 新オレンジプランの
考え方に基づき設定

薬剤師認知症対応力向上研修の
受講者数

人
（ 年度）

人 新オレンジプランの
考え方に基づき設定

一般病院勤務医療従事者認知症
対応力向上研修の受講者数

人
（ 年度）

人 新オレンジプランの
考え方に基づき設定

看護職員認知症対応力向上研修
の受講者数

人
（ 年度）

人 新オレンジプランの
考え方に基づき設定

認知症疾患医療センター整備数
か所

（ 年度）
８か所 新オレンジプランの

考え方に基づき設定

「（ ）精神疾患」続き
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（６）小児救急を含む小児医療

項 目 現 状 目標（ 年度） 設定の考え方

県内の小児科医師数
人

（ 年）
人 小児科学会基準をもと

に必要医師数を算定

小児患者が入院可能な二次医療
圏数

圏
（ 年度）

圏 全圏域に小児患者が入
院できる体制を整備

子ども救急相談ダイヤル
相談件数

件
（ 年度）

件
相談時間拡大により、
相談件数 倍増加を
見込む

県内における災害時小児周産期
リエゾン認定者数

人
（ 年度）

人 産科医 人、小児科医
６人を認定

（７）周産期医療

項 目 現 状 目標（ 年度） 設定の考え方

県内の全二次医療圏で出産でき
る体制の維持

圏
（ 年度）

圏 現行体制を引き続き堅
持

県内で分娩を取り扱う産科医師
数

人
（ 年度）

人
医師 人あたりの分娩
取扱件数を 件以
下にすることを目標に
算定

県内の小児科医師数
人

（ 年）
人 小児科学会基準をもと

に必要医師数を算定

県内における災害時小児周産期
リエゾン認定者数

人
（ 年度）

人 産科医６人、小児科医
６人を認定

産後ケア事業及び産婦健康診査
事業に取り組む市町村数

市
（ 年度）

市町村 全市町村で事業実施

（８）救急医療

項 目 現 状 目標（ 年度） 設定の考え方

救急要請（覚知）から救急医療機
関への搬送までに要した平均時間

分
（ 年）

分以下 現状以下に短縮

遠隔救急支援システムを導入し
た二次医療圏数

０圏
（ 年）

７圏 全二次医療圏

介護施設等からの救急搬送につ
いてのルールを策定した保健所
管轄区域数

０か所
（ 年度）

か所 全保健所管轄区域で連
携体制を構築

精神疾患患者における救急要請
（覚知）から救急医療機関への
搬送までに要した平均時間

分
（ 年）

分以下 現状以下に短縮

県内の救急科医師数
人

（ 年）
人

救急科専門医育成枠各年
人 日赤 、医大 ×

年＝ 人＋ 人 現状

救急出動件数
（人口 万人当たり）

件
（ 年）

件以下 現状以下に縮減

わかやま医療情報ネット県民向
けトップページへのアクセス件
数

件
（ 年度）

件 約 件 日
（現在約 件 日）

345

第
１
章

第
２
章

第
３
章

第
４
章

第
５
章

第
６
章

第
７
章

第
８
章

参
考
資
料



346 
 

（９）災害医療

項 目 現 状 目標（ 年度） 設定の考え方

病院の耐震化率
（ 年度）

全救急告示病院を耐震
化

災害支援チームの受入を想定し
た災害訓練の実施箇所数

か所
（ 年度）

か所 本庁及び保健所管轄区
域での実施

保健所及び災害拠点病院間での
無線整備箇所数

か所
（ 年度）

か所 全ての保健所管轄区域
での実施

業務継続計画策定病院数
病院

（ 年度）
病院

災害拠点病院及び巨大
地震発生時浸水想定病
院

（ ）へき地医療

項 目 現 状 目標（ 年度） 設定の考え方

へき地医療拠点病院の指定数
病院

（ 年度）
病院

無医地区等・へき地診療
所が所在する二次医療圏
に１か所以上指定し、安
定的なへき地医療を提供
する

遠隔診療支援システムを導入し
たへき地診療所が所在する二次
医療圏数

圏
（ 年度）

圏

テレビ会議システムを整
備するへき地診療所を増
加させ、多様化するニー
ズへの対応可能なへき地
医療体制を構築する

へき地診療所・へき地医療拠点病
院等への医師配置数

人
（ 年度）

人

へき地診療所・へき地医療拠

点病院に、自治医科大学・和

歌山県立医科大学地域医療

枠・近畿大学医学部和歌山県

地域枠卒業医師を効果的に

配置し、へき地医療を支える

（ ）在宅医療

項 目 現 状 目標（ 年度） 設定の考え方

わかやま在宅医療推進安心ネッ
トワーク構築保健所管轄区域数

か所
（ 年度）

か所 全保健所管轄区域で連
携体制を構築

地域密着型協力病院数
病院

（ 年度）
病院 長期総合計画目標値か

ら算出

在宅療養支援診療所数
施設

（ 年度）
施設 長期総合計画目標値か

ら算出

在宅医療支援薬局数
施設

（ 年度）
施設 長期総合計画目標値か

ら算出

在宅療養支援歯科診療所数
施設

（ 年度）
施設 長期総合計画目標値か

ら算出

かかりつけ医がいる者の割合
％

（ 年度）
【県民意識調査】「な
い」との回答率を半減
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項 目 現 状 目標（ 年度） 設定の考え方

退院支援を実施している病院数
施設

（ 年度）

高度急性期・急性
期・回復期を持つ

全ての病院

病床機能報告において、
高度急性期・急性期・回
復期を持つ全ての病院に
おいて退院支援を実施

全ての在宅医療・介護連携推進事
業を実施し、地域包括ケアシステ
ム構築に取り組む市町村数

市町村
（ 年度）

市町村 全市町村において地域包
括ケアシステムを構築

訪問看護ステーションに従事す
る看護職員数（常勤換算）

人
（ 年度）

人
【介護サービス施設・事
業所調査】訪問看護の利
用者数の増加見込みから
算出

患者の意思確認をするための体
制

か所
（ 年度）

か所 全保健所管轄区域で意思
確認体制を構築

人生の最終段階における医療に
ついて家族と話し合ったことが
ある者の割合

（ 年度）

【県民意識調査】「話し
合ったことがない」との
回答率を半減

在宅看取りを実施している診療
所数

施設
（ 年度）

施設
【医療施設調査】現在の
診療所あたりの自宅死亡
者数と今後の死亡者数か
ら算出

（ ）健康づくり

項 目 現 状 目標（ 年度） 設定の考え方

健康寿命の延伸（日常生活に制限
のない期間の平均の延長）

男性 歳
女性 歳
（ 年度）

男性 歳
女性 歳

県健康増進計画の
目標値

県内の特定健康診査実施率
（ 歳から 歳まで） （ 年度）

％以上

第三期県医療費適
正化計画の目標値

うち市町村国保分
％

（ 年度）
％以上

県内の特定保健指導の実施率
％

（ 年度）
％以上

第三期県医療費適
正化計画の目標値

うち市町村国保分
％

（ 年度）
％以上

県内のメタボリックシンドロー
ム該当者及び予備群の割合

％
（ 年度）

（ 年度 ） 対 年度
％以上減少

第三期県医療費適
正化計画の目標値

県内のメタボリックシンドロー
ム該当者及び予備群の減少率

対 年度
％減少

（ 年度）

野菜摂取量の平均
（ 年度）

県健康増進計画の
目標値

食塩摂取量の平均
（ 年度）

県健康増進計画の
目標値

日の歩数の平均（ 歳以上）
男性 歩
女性 歩
（ 年度）

歩
県健康増進計画の
目標値

「（ ）在宅医療」続き
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項 目 現 状 目標（ 年度） 設定の考え方

成人の喫煙率
男性 ％
女性 ％
（ 年度）

男性
女性 ％

県健康増進計画の
目標値

（ ）母子保健対策

項 目 現 状 目標（ 年度） 設定の考え方

子育て世代包括支援センター設
置市町村数

市町
（ 年度）

市町村 全市町村設置

出産後退院までに、保健師等に
よる保護者との面接等が必要と
考えられる者の基準を定めてい
る市町村数

市町村
（ 年度）

市町村 全市町村で基準を設定

産後ケア事業及び産婦健康診査
実施市町村数

市
（ 年度）

市町村 全市町村で実施

乳幼児健康診査の未受診者の全
数把握の体制があり、把握方法
を決めている市町村数

市町村
（ 年度）

市町村
全市町村で、関係機関
との連携を含めた把握
方法を設定

乳幼児（０～４歳児）の不慮の
事故による死亡者数

人
（ 年）

人
子供の事故予防に関す
る講座や啓発を行い、
死亡事故をなくす

代の人工妊娠中絶実施率
（女子人口千人対） （ 年度）

減少
思春期講座による正し
い知識の啓発で望まな
い妊娠の減少を図る

妊婦の喫煙率
（ 年度）

思春期講座等による知
識の啓発により妊産婦
の喫煙をなくす

不妊治療費助成を行う市町村数
（一般不妊治療および特定不妊治療）

市町村
（ 年度）

全市町村継続 不妊治療を受けやすい
環境の継続

（ ）感染症・結核対策

項 目 現 状 目標（ 年度） 設定の考え方

肝炎ウイルス検査受検者数
人

（ 年度）
人 第 次県がん対策

推進計画の目標値

結核罹患率（人口 万対）
（ 年）

以下 結核に関する特定感染
症予防指針の目標値

肺結核患者治療失敗・脱落中断率
（ 年）

結核に関する特定感染
症予防指針の目標値

（ ）難病対策

項 目 現 状 目標（ 年度） 設定の考え方

在宅で療養する人工呼吸器使用
患者の災害時個別支援計画の策
定

一部で策定
（ 年度）

全ての対象者

在宅で療養する人工呼吸
器使用患者の災害時の個
別支援計画について、難
病対策地域協議会等を活
用し、策定を進める

「（ ）健康づくり」続き
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（ ）移植医療対策

項 目 現 状 目標（ 年度） 設定の考え方

院内臓器移植コーディネーター
数

名
（ 年度）

名

体制整備を図っている
病院について、平均６

名（脳死下臓器提供に対
応可能な 病院は 名）
設置する

院内臓器移植コーディネーター
の研修参加率（年１回以上） （ 年度）

通常勤務に支障のない
限り、研修参加を求め、
技能向上を図る

臓器移植に関する啓発実施市町
村数

市町
（ 年度）

市町村 全市町村で１回以上啓
発を行う

骨髄バンク新規登録者数
人

（ 年度）
人

年齢超過で毎年削除され
る 人を補い、さらに
新規登録者数を毎年
人増やす

（ ）歯科保健医療対策

項 目 現 状 目標（ 年度） 設定の考え方

歳児におけるむし歯のない幼
児の割合 （ 年度）

％以上 県歯と口腔の健康づく
り計画の目標値

歳児における 人平均むし
歯本数

本
（ 年度）

本以下
全国平均値以下

歳における進行した歯周炎
に罹患している者の割合 （ 年度）

％以下 県歯と口腔の健康づく
り計画の目標値

歳における 本以上の自
分の歯を有する者の割合 （ 年度）

％以上 県歯と口腔の健康づく
り計画の目標値

歳における 本以上の自
分の歯を有する者の割合 （ 年度）

％以上 県歯と口腔の健康づく
り計画の目標値

「オーラルフレイル」を知って
いる者の割合

％
（ 年度）

県民意識調査結果を踏
まえて設定

かかりつけ歯科医師を決めてい
る者の割合 （ 年度）

％ 県民意識調査結果を踏
まえて設定

（ ）医師確保

項 目 現 状 目標（ 年度） 設定の考え方

医療施設従事医師数
人

（ 年）
人

医学部定員増の効果を
踏まえた県内の医師供
給推計値

へき地等中山間地域への自治医
科大学卒業医師等の派遣人数

人
（ 年）

人
自治医科大学・県立医
科大学地域医療枠医師
等の地域派遣見込み数

県内で分娩を取り扱う
産科医師数

人
（ 年）

人
医師 人あたりの分娩
取扱件数を 件以
下にすることを目標に
設定
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項 目 現 状 目標（ 年度） 設定の考え方

小児科医師数
人

（ 年）
人

過去の専門研修登録者
数実績以上の医師を毎
年確保

精神科医師数
（精神科病院常勤勤務）

人
（ 年）

人

県内の精神科救急及び
身体合併症受入体制の
充実に向け、現状の常
勤医師数を踏まえ目標
を設定

精神保健指定医数
（精神科病院常勤勤務）

人
（ 年）

人
精神科救急入院料等に
係る診療報酬上の精神
保健指定医の配置要件
を踏まえ設定

救急科医師数
人

（ ６年）
人

過去の専門研修登録者
数実績以上の医師を毎
年確保

総合診療専門医数
－

（ 年）
人 専門研修プログラム定

員を踏まえ設定

臨床研修医の採用数
人

（ 年）
人 本県の医師養成数と同

数

新専門医制度における専攻医の
採用数

－
（ 年）

人 本県の医師養成数の７
割以上

県立医科大学県民医療枠・地域
医療枠及び近畿大学医学部和歌
山県地域枠の卒業医師数
（臨床研修・後期研修の医師を含む）

人
（ 年）

人 医学部定員増による
医師養成数の見込み

（ ）歯科医師確保

項 目 現 状 目標（ 年度） 設定の考え方

在宅療養支援歯科診療所届出数
施設

（ 年度）
施設 長期総合計画目標値か

ら算出

（ ）薬剤師確保

項 目 現 状 目標（ 年度） 設定の考え方

薬局・医療施設に従事する人口
万対薬剤師数

人
（ 年度）

全国平均薬局・医療
施設に従事する人口

万人対薬剤師数

全国平均以上を維持す
る

薬剤師研修会の実施回数
年間 回

（ 年度）
年間 回 紀北、紀中、紀南で実

施

「（ ）医師確保」続き
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（ ）看護職確保

項 目 現 状 目標（ 年度） 設定の考え方

県内看護職の養成数
人

（ 年度）
人 新たな大学の開設

従事看護師・准看護師数
人

（ 年度）
人

長期総合計画の目標値
（平成 年度 人）

から算出

訪問看護ステーションに従事す
る看護職員数（常勤換算）

人
（ 年度）

人
【介護サービス施設・
事業所調査】訪問看護
の利用者数の増加見込
みから算出

（ ）医薬品等の供給と安全性の確保

項 目 現 状 目標（ 年度） 設定の考え方

薬局、医薬品販売業者等の監視率
（ 年度）

全国平均監視率より低い
卸売販売業、配置販売業、
特例販売業、再生医療等
製品販売業の監視率を、
全国の平均監視率に引き
上げる

医薬品等製造販売業者の監視率
（ 年度）

許可期間（５年）内に
１回行う

医薬品等製造業者に対する監視
率（ＧＭＰ調査） （ 年度）

後発医薬品の使用割合
（ 年度）

厚生労働省の数値目標
とする

適正管理の推進のための講習会
の開催回数

年 回
（ 年度）

年 回
各保健所において、年
１回以上の講習会を実
施し、適正使用を周知
する

関係団体との災害訓練開催回数
年 回

（ 年度）
年 回 県、各保健所が主体と

なって実施

薬剤師チームの中心的な役割を
担う人材の養成数

名
（ 年度）

名 各地域及び本部に、平
均 名の設置を図る

（ ）医薬分業の推進

項 目 現 状 目標（ 年度） 設定の考え方

処方せん受取率 （ 年度）
（全国平均 ％）

直近３年の県内の伸び
率及び 年度全
国平均値

かかりつけ薬剤師・薬局を決めて
いる者の割合 （ 年度）

【県民意識調査】「決
めようと思っている」
者を「決めている」に

健康サポート薬局届出薬局数
（ 年度）

和歌山市内中学校区に
１薬局、和歌山市以外
の市町村は市町村当た
り２薬局

在宅医療支援薬局数
（ 年度）

年度 件（県
長期総合計画目標）
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（ ）血液の確保

項 目 現 状 目標（ 年度） 設定の考え方

代の献血率
（ 年度）

国の献血推進計画中期
目標の維持

代の献血率
（ 年度）

国の献血推進計画中期
目標の維持

代の献血率
（ 年度）

国の献血推進計画中期
目標の維持

献血学習を実施する高等学校数
校

（ 年度）
校 県内高等学校の

を目標

複数回献血者数
人

（ 年度）
人

国の献血推進計画中期
目標の 増加さ
せる

（ ）薬物乱用の防止

項 目 現 状 目標（ 年度） 設定の考え方

中学校及び高等学校における薬
物乱用防止教室の実施率 （ 年度）

全国平均以上
年度における全

国平均実施率以上を達
成する

（ ）医療安全対策

項 目 現 状 目標（ 年度） 設定の考え方

医療安全相談窓口の設置
病院

（ 年度）
全病院 県内全ての病院に医療

安全相談窓口を設置

（ ）医療サービスの向上

項 目 現 状 目標（ 年度） 設定の考え方

わかやま医療情報ネット登載医
療機関数

か所
（ 年度）

全ての病院、診療所
及び助産所

県内全ての病院、診療
所及び助産所が、わか
やま医療情報ネットに
登録する

４．進捗管理と評価

○ 本計画の各分野における目標達成のため、年 回、施策等の進捗管理調査を実

施します。

○ 調査の結果は、和歌山県地域保健医療協議会等で報告し、評価、検討を行い、

県ホームページ上で公表します。また、必要に応じて計画を見直します。
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